
資料５－２

京都議定書目標達成計画における
主な対策・施策の進捗状況について

（社会資本整備分野）

国土交通省

平成１８年１２月



１１ 民生部門における対策民生部門における対策

1

（単位：万t-CO2）

※ 2004年度まで実績に基づく推計。
2005年度以降は推計値（ 2010年度の数値は目達計画における目標設定値）。

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約2,550万t-CO2
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○新築建築物（2,000㎡以上）の省エネ基準（1999年
基準）達成率
８割（2006年度）
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（１）建築物の省エネ性能の向上（１）建築物の省エネ性能の向上

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：％）

※ 2004年度まで実績に基づく推計。
2005年度以降は推計値（2006年度の数値は目達計画における目標設定値）。

（出典）国土交通省住宅局調べ
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これまで行ってきた主な施策

省エネ法に基づく指導

2,000㎡以上の建築物（非住宅）の建築主等に対して、当該建築物の新築・増改築、大規模改
修（※）時の省エネルギー措置に関して、

所管行政庁への届出の義務付け

国土交通大臣等が定める省エネルギー基準
↓

↓
必要に応じて報告徴収等・立入検査

↓
省エネルギー措置が著しく不十分

な場合の指示・公表

省エネルギー措置の届出

日本政策投資銀行の低利融資等

【省エネ設備】
①税制優遇：高効率空調設備・高断熱窓装置 等

（法人税・所得税について、取得価格の30％の特別償却又は７％の税額控除）
②低利融資：ヒートポンプ式熱源装置等の建築設備の取得費用

（日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫）

【環境に配慮した建築物（2,000㎡以上）】
①低利融資：省エネルギー化、緑化等に配慮した建築物の整備費

（日本政策投資銀行）

※平成１８年４月施行の改正省エネ法により、大規模改修時の届出を義務付け。



これまで行ってきた主な施策

住宅・建築物の性能（室内環境）の向上と環境負荷の低減を、総合的な環境性能として一体的に評価し、その評価結果を分かり易い指
標として提示する建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）を開発・普及

→ CASBEE（Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency）

 サービス性能 Ｑ-２

資源・マテリアル ＬＲ－２

 
室内環境 

Q－１ 

エネルギー 
ＬＲ－１ 

敷地外環境 
ＬＲ－３ 

 

 
室外環境 
Q－３ 

評価結果イメージ
室内環境

サービス性能
室外環境

エネルギー
資源・マテリアル

敷地外環境

CASBEEのイメージ

環境品質･性能環境品質･性能

Q Q (Quality)(Quality)

環境負荷環境負荷
L L (Load)(Load)

仮想境界

BEE=

敷地境界 敷地外への土壌汚染

境界から外部への
騒音、廃熱、排水な
ど

資源消費、CO2排出など

住宅・建築物に関する総合的な環境性能評価手法の開発・普及

3
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これまで行ってきた主な施策

グリーン庁舎イメージ図グリーン庁舎イメージ図

洗面・手洗

厨房

湯沸室

便所

浴槽

25%点灯 50%点灯 70%点灯

750lx

照明制御

昼光

自然の活用等

・昼間の明るさを利用して、照明
エネルギーの削減

・高性能ガラス

・複層ガラス

・外断熱

高断熱化

750lx 750lx750lx

・変風量制御

・変流量制御 など

搬送動力の削減

など

自然エネルギーの利用

・ 太陽光発電の導入
・ 高効率照明器具

・ 高効率変圧器 など
・ 高効率熱源

主要機器の高効率化

変圧器の損失比較
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・落葉樹による日射のカット

・自然換気

・庇による日射のカット

・透水性舗装 など

緑化の推進

・ 屋上の緑化

グリーン庁舎の整備、グリーン診断・改修の推進

・ライフサイクルを通じ環境負荷の低減を図るグリーン庁舎の整備を推進

～グリーン庁舎のイメージ～
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これまで行ってきた主な施策

エネルギーデータ

国

土

交

通

省

省エネルギーチェックシート

昼休みの消灯を実施していない場合、理
由として下記のどれが最も近いですか？

1. 利用者の協力が得られないか
ら

2. 昼休みも来庁者がいるため消
灯できない

％
程

度50実
施

率１１．はい

２．いいえ

Ｑ１．昼休みに消
灯していますか？

照
明

回答欄質問項目

各

省

各

庁

エネルギー消費量

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
効

率

600・サーモの更
新

室内サーモ・ヒューミの保守が全く行われておらず、
故障のまま放置されている。温度制御はマニュアル
で冷温水の温度設定で調整されているだけである。

自動制御機器

600・サーモの更
新

サーモが故障しているため、三方弁を固定開度で運
用している。

空調機器

900・オーバー
ホールの実施

オーバーホールが予算措置されていないため、実施
されていない。メーカー保守もシーズンイン・オフの年
２回だけである。

熱源機器

保
全
状
況

概算改善点
所見項目

建物カルテ

運用実態問診票

室内照度の実測値を確認する

二酸化炭素の含有率・

湿度・

温度・

冬期夏期建築物衛生法で定める室内空気環境の実測値を確認する室
内
環
境

ブラインド

照明

空調

エレベーター

利用
者

省エネ機
器

保全

啓発活
動

省エネルギーの普及啓発と自助努力を促すため、「地球温暖化
対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き」を提示エネルギー消費データを毎年度収

集・分析し、運用改善の可能性の
高い施設を抽出

改善可能性の
高い領域

よりきめこまやかな運用改善指導
● 空調システムの流量調整・風量調整 ● 換気量の調整
● 機器のON-OFFの精緻なコントロール ● 機器の保全の適正化 etc

既存既存官庁施設の官庁施設の適正な適正な運用運用管理の徹底管理の徹底

・各省各庁に対する省エネルギー対策の保全指導・支援を実施
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（単位：万t-CO2）

※ 2004年度まで実績に基づく推計。2010年度は目達計画における数値。
2005年度から2009年度までは便宜的に直線補間したもの。

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約850万t-CO2

850780710650590520480430390

201020092008200720062005200420032002

○新築住宅の省エネ基準（1999年基準）達成率
5割（2008年度）

665952453833322322

201020092008200720062005200420032002

（２）住宅の省エネ性能の向上（２）住宅の省エネ性能の向上

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：％）

※ 2004年度まで実績に基づく推計。
2005年度以降は推計値（2006年度の数値は目達計画における目標設定値）。

（出典）国土交通省住宅局調べ
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これまで行ってきた主な施策

【住宅の省エネルギー対策の強化（省エネ法の改正）】

新築・増改築及び大規模修繕等の際に
・省エネ措置を所管行政庁に届出
・著しく不十分 → 指示・公表

強化

届出後、３年ごとに
・維持保全の状況を所管行政庁に報告
・著しく不十分な場合 → 勧告

〈改正前〉 〈改正後〉

省エネ措置の届出義務

一定規模（床面積2,000㎡以上）の住宅についても、非住宅建築物と同様に所管行政庁への省エネ措置

の届出を義務付け（改正前は、努力義務のみ）

＜改正内容＞

 

※省エネ措置
・外壁、天井、床等の断熱化
・庇やブラインド等の設置
・気密材の設置
・窓への複層ガラスや二重

サッシの利用 等

（平成17年8月10日公布、平成18年4月1日施行）

床面積2,000㎡未満の住宅

床面積2,000㎡以上の住宅

省エネ措置の努力義務

省エネ措置の努力義務

新築・増改築時に
・省エネ措置を講じる努力義務

新築・増改築及び大規模修繕の際等に
・省エネ措置を講じる努力義務

複層ガラス複層ガラス複層ガラス
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これまで行ってきた主な施策

・昭和55年基準への適合を全ての新築住宅に義務付け

・平成4年基準に適合する新築住宅 ＋割増融資（100万円）

・平成11年基準に適合する新築住宅割増融資 ＋割増融資（250万円）

住宅金融公庫融資（H18年度まで）

【住宅ローンの優遇による省エネ住宅の誘導】

１．施策の概要

住宅金融公庫において、省エネルギー性能等の優れた住宅について、証券化ローンの金利
引き下げを行うことにより、質の高い住宅の供給を促進する。

２．制度の内容

・対象となる住宅 ： 省エネルギー性能、バリアフリー性能又は耐震性能の優れた新築住宅

（省エネの場合：平成11年基準相当以上）

・金利引き下げ幅 ： 0.3％(当初５年間) 

３．平成18年度予算額 国費 ３００億円(公庫へ出資) （平成17年度予算額 １００億円）

基準金利の適用
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【住宅性能表示制度の普及推進】

＜制度実績＞
● 新設住宅着工戸数に占める割合（平成17年度）

15.6％
● 累計交付戸数（平成18年3月末まで）：

設計住宅性能評価(新築住宅) 66万戸
建設住宅性能評価(新築住宅) 37万戸

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、省エネ性能を含む住宅の性能に
にわかりやすく表示する制度（住宅性能表示制度）を整備し、積極的な普及を進め

（平成12年10月から本格的な運用を開始）

等級４ 平

等級３ 平

等級２ 昭

等級１ 対

省エネルギ

③

⑥

⑨

⑦ ②火災時の安全

●評価項目のイメージ(10分野29項目)

①構造の安定

⑩防犯

⑤⑤

⑧

④

等級４ 平成11年基準相当

等級３ 平成４年基準相当
等級２ 昭和55年基準相当

等級１ 対策なし

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建
設や面的な居住環境整備など地域における住
宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総
合的かつ計画的に推進するための支援制度

【交付対象事業】
○基幹事業（公営住宅の整備等）

○提案事業（地方公共団体の提案によるもの）

【地域住宅交付金の活用】

平成18年度予算額 1,520億円

住宅品質確保法により、省エネ性能を含む住宅
の性能について消費者に分かりやすく表示する
制度（住宅性能表示制度）を整備し、普及を推進

●高断熱住宅の整備への助成

●公営住宅の断熱改修

イメージ：町営凌雲団地（和歌山県高野町）

●環境共生住宅の
モデル展示や
効果の検証

＜環境共生モデル住宅＞

10万円/戸、337戸（岩手県：H15~H17）

これまで行ってきた主な施策



２２ 運輸部門における対策運輸部門における対策
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（１）自動車交通需要の調整（１）自動車交通需要の調整

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：万t-CO2）

※ 2005年度まで実績に基づく推計。2010年度は目達計画における見込み量

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約30万t-CO2

3020181716

201020092008200720062005200420032002

○自転車道等の整備
1995年度から2010年度まで約3万kmの自転車道

等を整備

3020181716

201020092008200720062005200420032002

（単位：千km）

※ 2005年度まで実績、2010年度は見込み

出典：国土交通省調べ
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これまで行ってきた主な施策

自転車走行空間の整備

• 自転車走行空間として、自転車道や自転車歩行者道の整備を推進• サイクリングを楽しみながら地域の魅力をゆっく
りと堪能する新しいツーリズム（サイクルツアー）
を普及し、地域の活性化を図るため、サイクリン
グロードと観光資源、川の親水施設、港湾緑地
等との連携を強化する各種施策を総合的に推
進

サイクルツアーの推進

• サイクルツアーにおける自転車利用促進や、自転車道や自転車歩行者道の整備による自
転車走行空間の整備を推進

自転車歩行者道の整備自転車道の整備

（例：広島市西区）（例：岡山県岡山市）

サイクルツアーイメージ図

11
新川・夏井川地区（いわき市）等15地区指定
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○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約20万t-CO2

○ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)利用率
2006年春までに約70％まで向上

（２－１）高度道路交通システム（（２－１）高度道路交通システム（ITSITS）の推進）の推進 【【ETCETC】】

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：万t-CO2）

2014

201020092008200720062005200420032002

756447165

201020092008200720062005200420032002

（単位：％）

※ 2005年度まで実績、2006年度は見込み
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※ ETC利用率60%時点(2005年度)のCO2削減量は実績に基づく推計、
2010年度は目達計画における見込み量。
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これまで行ってきた主な施策

車載器購入支援の実施

②マイレージポイントサービス

新規に車載器を購入し、ETCマイレージサービス
に登録すると、600～1,000ポイントプレゼント。

多様な料金割引の実施

二輪車ＥＴＣの本格運用開始

クレジットカード以外の決済方法の導入

ワンストップサービスの実施

・「ETCパーソナルカード」

あらかじめ保証金を預託（デポジット）の上、通行
料金を郵便局の口座から引き落とす方式を平成
17年11月から導入。

・SA・PAやカー用品店の店頭、大型集客施設等に
おいて、ETCカードの取得からETC車載器の取付・
セットアップを1箇所で実施。

①ETCマイレージサービス

支払った通行料金に応じてポイ
ントが貯まり、そのポイントを還
元額（無料通行分）と交換する
ことが可能。

・平成18年11月1日から、
四輪車のETCが利用可能
な全国の高速道路におい
て、二輪車ETCのサービス
開始。

・二輪車用ETC車載器の
購入支援策も展開。

・ 料金所渋滞の解消や、料金所周辺の環境改善、多様で弾力的な料金施策の実施、利用者の
利便性・快適性の向上に寄与することから、全国の料金所でETCの整備を実施。

・ また、ETCの普及促進を図るため、ETC車載器の購入支援や、ETCを活用した多様な料金割
引等の施策を積極的実施。

（ 例. 1,000ポイント⇒8,000円分）

②時間帯割引

高速道路を通行する時間帯により、最大50％割引。

①車載器リース制度

割賦販売やリースにより車載
器を導入した場合、その費用
の一部（5,250円）を助成。
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○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約240万t-CO2

○VICS(道路交通情報通信システム)普及率
約20％

（２－２）高度道路交通システム（（２－２）高度道路交通システム（ITSITS）の推進）の推進 【【VICSVICS】】

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：万t-CO2）

2005

240143

20102009200820072006200420032002

約16

2005

約20約13約11約8

20102009200820072006200420032002

（単位：％）

※ 2005年度までは車載器出荷台数実績に基づく推計、2010年度は見込み
出典：VICS車載器出荷台数はVICSセンター、自動車保有台数（財）自動車検査登録協力会
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※ VICS普及率10%時点(2003年度中)のCO2削減量は実績に基づく推計、
2010年度は目達計画における見込み量。
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これまで行ってきた主な施策

情報伝達 ディスプレイ

光ビーコン

ＦＭ多重放送

リアルタイムに提供さ
れる道路交通情報に
より、安全で快適な運
転が可能となる

レベル１
文字表示型

レベル２
簡易図形表示型

レベル３
地図表示型

電波ビーコン

ＦＭ多重アンテナ

ディスプレイ

ビーコンアンテナ

ナビゲーション
システム ＶＩＣＳ

受信機

・ 交通流の円滑化による走行速度の向上が実効燃費を改善し、自動車からの二酸化炭素排出量
を減らすことから、 VICSの導入及び普及を促進している。

ＶＩＣＳ対応カーナビのディスプレイ
(赤線が渋滞を表示)
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（３）路上工事の縮減（３）路上工事の縮減

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約50万t-CO2

○１km当たりの年間路上工事時間
2007年までに約２割削減（2002年比）

161126143186201

201020092008200720062005200420032002

（単位：h/km・年）
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※ 2005年度までは実績値、2007年度は目標値。
出典：国土交通省調べ

（単位：万t-CO2）

約5059.858.152.851.2

201020092008200720062005200420032002

基準年（1995年度）と目標年（2010年度）
のCO2排出量の整数1位を四捨五入し、
その差を計算した結果、約50万トンと算定

※ 2005年度までは実績値、
2010年度は目達計画における見込み量。
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これまで行ってきた主な施策

全国の主要都市の直轄国道等において、
年末・年度末の路上工事を抑制

工事の目的、実施時期等を分かり
やすく伝えるため、新しい路上工事
看板を導入

路上工事調整会議による
工事調整や共同施工、共
同溝の整備等により、路
上工事そのものを縮減す
る施策を実施

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時 間 帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○－○○○○－○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時 間 帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○－○○○○－○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

路上工事の縮減

路上工事の特定の時期の抑制

路上工事のアカウンタビリティ

＜新しい路上工事看板＞

＜地域の道路利用を踏まえた工事抑制の例＞

 

五・十日のうち特に交通量が

多い２５日に路上工事を抑制

(大阪府) 

積雪の多い冬季は、通行や除雪

に支障を与えることがあるため路

上工事を抑制（石川県） 

お盆・正月、有名イベント（お祭り

等）開催日は交通量が多いため、

路上工事を抑制（秋田県） 

観光客の多い GW や夏期の

週末は、路上工事を抑制(沖

縄県) 

＜工事規制情報の提供＞
＜年末の路上工事抑制のポスター＞

三大都市（東京23区、名古屋市、大阪市）において、幹線道路を対象に集中工事を
実施した一定のエリアで、工事終了後、緊急工事等以外の掘り返しを5年間規制す
る「掘り返し対策重点エリア」設定

その他、沖縄県の行楽期の路上工事
抑制、大阪府の五十（ごとう）日の路上
工事抑制など、地域の道路利用を踏
まえた工事抑制を実施

路上工事時間や工事規制情報を
ＨＰ等で公表

＜共同溝の整備＞



３３ 産業部門における対策産業部門における対策
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（単位：万t-CO2）

※ （制度策定中につき普及率の算定ができないため、排出削減量の算定も不可能）

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約20万t-CO2

20

201020092008200720062005200420032002

○低燃費型建設機械普及率
30％

30

201020092008200720062005200420032002

○○ 建設施工分野における低燃費型建設機械の普及建設施工分野における低燃費型建設機械の普及

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

※ （制度策定中のため普及率の算定は不可能）

（単位：％）
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出典：●指定要領に基づく販売台数調査（国土交通省）
→施策対象機種における低燃費型建設機械の推計販売台数

●建設機械動向調査報告（経済産業省・国土交通省）

→施策対象機種における全建設機械の推計販売台数
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→２００２年時点の建設機械の排出する年間のCO2排出量

２０



◎建設施工における二酸化炭素の排出低減への取り組み

→ CO2排出の少ない施工方法（建設機械の使い方）の導入促進
・建設施工における地球温暖化対策の手引き（H15作成）

→ CO2排出の少ない低燃費型建設機械の導入促進
・建設機械の燃費評価指標の業界規格制定 （H15制定）
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これまで行ってきた主な施策

低燃費型建設機械指定制度の制定（現在策定準備中）



４４ 一酸化二窒素対策一酸化二窒素対策
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（単位：万t-CO2）

※2004年度まで実績に基づく推計。2010年度は目標値。

○ 目標達成計画における2010年度の排出削減見込量
約130万t-CO2

130464040

201020092008200720062005200420032002

○高分子流動炉の燃焼の高度化の普及率
100％

100353131

201020092008200720062005200420032002

○○ 下水汚泥焼却における燃焼の高度化下水汚泥焼却における燃焼の高度化

目標達成計画における排出削減量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

※ 2004年度までは実績値、2010年度は目標値。

（単位：％）
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出典：国交省調査 出典：国交省調査



これまで行ってきた主な施策

高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥
を流動炉で焼却する際に、高温焼却の導入を
基準化することについて検討

下水汚泥の燃焼の高度化の基準

下水汚泥の高温焼却を実施する下水道管理
者に対して、焼却炉の新設・更新等への国庫
補助を実施

下水道事業費による補助

下水道管理者に対し、高分子凝集剤を添加
して脱水した下水汚泥を流動炉で高温焼却す
ることによるN2O削減効果について情報発信を

実施

削減効果についての情報発信
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下水汚泥の焼却工程でのN2O排出は、下
水汚泥中の窒素に由来
下水汚泥の窒素含有率は他の廃棄物に
比べて大きい
今後とも下水汚泥発生量・焼却量は増加
する見込み
特に、主流の流動床炉におけるN2O排出
係数が大きい

＜下水道におけるN2O排出の特徴＞ ＜高温焼却による削減効果の事例＞
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５５ 温室効果ガス吸収源対策温室効果ガス吸収源対策

（単位：万t-CO2）

○ 目標達成計画における2010年度の吸収見込量
約28万t-CO2*

282625242322212018

201020092008200720062005200420032002

○公共公益施設等における高木植栽本数
高木植栽本数の増加量を7千5百万本と想定*

757269666360585450

201020092008200720062005200420032002

○○ 都市緑化等の推進都市緑化等の推進

目標達成計画における吸収量の実績と見込み 目標達成計画における対策評価指標の実績と見込み

（単位：百万本）
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※ 2005年度までは都市公園整備等の実績に基づき推計。
2006年度から2009年度までは便宜的に直線補間したもの。
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＊上記は公共公益施設における高木の植樹計画等に基づく試算であり、現在新たな
国際ガイドラインに基づく算定手法を検討中。＊上記は公共公益施設における高木の植樹計画等に基づく試算であり、現在新たな

国際ガイドラインに基づく算定手法を検討中。
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※ 2005年度までは都市公園整備等の実績に基づき推計。
2006年度から2009年度までは便宜的に直線補間したもの。

出典：都市公園等整備現況調査



これまで行ってきた主な施策

都市公園の整備、都市緑化の推進等により、
都市における新たな緑地空間を創出

都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾等における緑化の推進、既存の民有緑地の保全、新たな
緑地空間の創出等の推進

公園・緑地における取組

技術開発

○都市緑化等によるCO2
吸収量の算定

普及啓発

○みどりの月間（4/15-5/14）
○都市緑化月間（毎年10月）
○都市緑化基金の活用 等

民間開発にともなう緑の確保など、市街地等
における緑化を推進
○緑地協定制度、地区計画等緑化率条例制度

等の活用
○緑化施設整備計画認定制度の活用

（緑化施設整備に対する
固定資産税の特例措置）

○政策投資銀行融資制度
（エコビル整備事業）の
活用 等

○自然再生事業や多自然川づくり
により緑豊かな河川空間を創出
○都市山麓グリーンベルトの整備
などにより
緑豊かな
都市環境
を創出

河川・砂防における取組

多自然川づくり

＜都市公園の整備＞

＜都市緑化の推進＞

その他各分野においても、
新たな緑地空間の創出
を推進
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取組の例

都市公園事業を通じた用地の確保、樹木の
植栽等を推進
○都市公園・緑地保全等

事業に係る予算補助
（用地１／３、

施設１／２等）
○公園用地の確保に係る

税制上の特例措置 等

道路における取組

○道路緑化の推進により、安全
かつ快適な道路交通環境、道路
景観等を創出


